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平成29年度障害者総合福祉推進事業

長期入院精神障害者の地域移行に向けた病院の構造改革の推進のための具体的方策のあり方に関する研究

地域移行機能強化病棟入院料　実施状況および意向調査

会員番号 病院名 職種 氏名

１．貴院の精神病床についてお答えください

（１） 平均病床利用率 ％

（２） 平均在院日数 日

（３） 昨年1年間に退院した患者の平均入院期間 日

２．地域移行機能強化病棟についてお伺いします

（１） 貴施設は、地域移行機能強化病棟入院料の届出をしていますか※☑は1 つだけ

01 届出をしていない 02 届出をしている 03 届出を終了した

（２） （１）で01を選んだ方 今後、地域移行機能強化病棟入院料の届出を行う意向はありますか ※☑は1 つだけ

01 具体的な予定がある ⇒ 届出予定時期 平成 年 月開始

02 （具体的な予定はないが、）届出を行う意向がある

03 検討中であり、まだわからない

04 届出を行う意向はない

05 その他（具体的に）

（３） （２）で01以外を選んだ方 地域移行機能強化病棟入院料の届出をしていない理由は何ですか

最もあてはまるもの※☑は１つだけ

あてはまるもの※あてはまる番号すべてに☑

01 当該入院料を十分理解していないため

02 長期入院患者がいない・少ないため

03 転換に適した病床がないため（精神科急性期病床のみ、精神病床が少ないなど）

04 地域の入院需要に対応する上で精神病床を削減することが困難なため

05 精神病床の削減は経営的に困難なため

06 報酬上の評価が適切ではないため

07 病床終了後の人的配置の不合理性のため

08 施設基準の要件を満たせないから

09 病棟の運営戦略にマッチしないから（例：当該入院料終了後の病棟にどのような入院機能をもたせるか）

10 その他　具体的に

（４） （３）で08を選んだ方 満たせない要件、または届出にあたり苦労した（苦労している）案件は

何ですか※あてはまる番号すべてに☑

01 病棟配置の医師の確保 06 退院支援部署の設置

02 病棟配置の看護職員の確保 07 退院支援相談員の確保

03 病棟配置の専従の常勤精神保健福祉士の確保 08 病床利用率が90％以上

04 病棟配置のその他の職員の確保 09 自宅等退院患者が1.5％以上

05 常勤の臨床心理技術者の配置

（５） （３）で08を選んだ方   どのような状況・条件であれば届出をしようと思いますか。具体的にご記入ください。

３．地域移行機能強化病棟運用ガイドラインについてお伺いいたします。

（１） 昨年度事業にて作成された「地域移行機能強化病棟運用ガイドライン」はご覧になりましたか

01 見た 02 見ていない

（２） 届出の検討にあたり、詳細に知りたい内容をお聞かせください※あてはまる番号すべてに☑

01 地域移行機能強化病棟入院料のわかりやすい施設基準

02 届出に向けた収支シミュレーション方法

03 地域の関係機関との連携方法

04 病院の構造改革・機能分化の事例

05 届出を行うべきかの判断基準

06 その他（具体的に）

以上でアンケートは終了です。ご協力ありがとうございました
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平成29年度障害者総合福祉推進事業

長期入院精神障害者の地域移行に向けた病院の構造改革の推進のための具体的方策のあり方に関する研究

地域移行機能強化病棟入院料　届出病院調査

会員番号 病院名 職種 氏名

１．地域移行機能強化病棟についてお伺いします

（１） 当該入院料の届出をした時期はいつですか

平成 年 月

（２） 当該病棟に転換した病床種別と、届出終了後に転換した（またはする予定の）病床種別は何ですか

地域移行機能強化病棟に転換した病床 届出終了後に転換した病床

01 精神科入院基本料 ⇒ 10対１ 13対１ 15対1 18対１ 20対１

02 精神科救急入院料 05 児童・思春期精神科入院医療管理料

03 精神科急性期治療病棟入院料（１・２） 06 精神療養病棟入院料

04 精神科救急・合併症入院料 07 認知症治療病棟入院料

（３） 当該入院料として届出をした病床数を教えてください

床

（４） 当該入院料の届出にあたり、病床利用率90％とするために削減した病床数を教えてください

床を削減

（５） 当該入院料の届出に当たり、精神病床の削減計画（または結果）を教えてください

平成 年 月 までに精神病床 床を削減（予定）

２．地域移行機能強化病棟運用ガイドラインについてお伺いいたします。

（１） 地域移行機能強化病棟の運用にあたり、当該ガイドラインを参考にしていますか※☑は1 つだけ

01 参考にしている 02 参考にしていない

03 ガイドラインの存在を知らなかった

（２） 昨年度事業にて作成された当該ガイドラインの各項目ごとにあてはまるものを教えてください

＜地域移行機能強化病棟の届出の検討＞

＜地域移行機能強化病棟の届出準備＞

＜地域移行機能強化病棟の届出後の運用＞

＜地域の機関との連携　地域資源　受け皿準備＞

01 必要不可欠なものは網羅されている

02 文章が多すぎて見づらい、わかりづらい

03 解説図などで簡素化したほうがよい

04 チェックシートやチャートを使って自院に必要な項目を明瞭にしてほしい

（３） 各項目ごと、不足している内容がございましたらお聞かせください。

＜地域移行機能強化病棟の届出の検討＞

＜地域移行機能強化病棟の届出準備＞

＜地域移行機能強化病棟の届出後の運用＞

＜地域の機関との連携　地域資源　受け皿準備＞

以上でアンケートは終了です。ご協力ありがとうございました
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地域移行機能強化病棟に 
取り組んだ結果と課題について 

地域移行機能強化病棟における患者の変化 
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当該病棟患者６０名の意向(H29.7) 

 退院の意欲喚起・病棟の高齢化は大きな課題となっている。 
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当該病棟患者５９名の年代(H28.8) 
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施設 
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アパート 
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入院継
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15% 

当該病棟患者59名の意向(H28.8) 

病院全体における変化 

全病棟 
1病棟 

地域移行 
機能強化病棟 

2病棟 
精神病棟(15：1) 

3病棟 
精神療養病棟 

5病棟 
精神療養病棟 

対象月 Ｈ28.8 Ｈ28.8 Ｈ28.8 Ｈ28.8 Ｈ28.8 
日数 31日 31日 31日 31日 31日 

稼働病床数 208床 60床 48床 40床 60床 
平均入院患者数 189.4人 59.0人 33.0人 38.9人 58.4人 
平均在院日数 389.6日 832.5日 160.1日 438.4日 504.7日 
病床稼働率 91.0% 98.4% 68.8% 97.3% 97.3% 
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全病棟 
1病棟 

地域移行 
機能強化病棟 

2病棟 
精神病棟(13：1) 

3病棟 
精神療養病棟 

5病棟 
精神療養病棟 

対象月 Ｈ29.7 Ｈ29.7 Ｈ29.7 Ｈ29.7 Ｈ29.7 

日数 31日 31日 31日 31日 31日 

稼働病床数 196床 60床 36床 40床 60床 

平均入院患者数 178.6人 58.1人 31.2人 37.2人 52.1人 

平均在院日数 292.1日 2121.6日 71.1日 552.3日 602.4日 

病床稼働率 91.1% 96.8% 86.6% 93.0% 86.9% 

平成27年8月～平成28年7月と平成28年8月～平成29年7月の 
各病棟別の収入の比較 

1病棟 2病棟 3病棟 5病棟 病棟全体 

H27.8～H28.7 H28.8～H29.7 

地域移行機能強化病棟  精神病棟   精神療養病棟    精神療養病棟 

104％ 

96.5% 

7 

    (病床数218床)     (病床数H28.8～208床 Ｈ28.12～206床 H29.7～196床) 

 1病棟は約8700万円の増収。 
病棟全体では約4082万円の増収。  

86.5% 

127％ 

96.4% 

平成28年8月～平成29年7月 
地域移行機能強化病棟からの退院実績 

2 

1 Ｈ28/8 4 6.667 
2 Ｈ28/9 0 3.333 
3 Ｈ28/10 1 2.778 
4 Ｈ28/11 3 3.333 
5 Ｈ28/12 0 2.667 
6 Ｈ29/1 3 3.056 
7 Ｈ29/2 1 2.857 
8 Ｈ29/3 2 2.917 
9 Ｈ29/4 0 2.593 

10 Ｈ29/5 2 2.667 
11 Ｈ29/6 1 2.576 
12 Ｈ29/7 0 2.361 
13 Ｈ29/8   2.179 
14 Ｈ29/9   2.024 
15 Ｈ29/10   1.889 
16 Ｈ29/11   1.771 
17 Ｈ29/12   1.667 
18 Ｈ30/1   1.574 
19 Ｈ30/2   1.491 

算定月 
退院者 各月末 

17 1.5%以上 

  現在、17名の退院者をだすことができており、再入院者は2名。いずれも短期間で退院している。 
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地域移行機能強化病棟の変化 

4 

地域移行機能強化病棟で空床が生じると、他の病棟から患者
を転棟させ、退院の検討を行うこととなる。 

他の病棟で安定している患者は少ない。閉鎖病棟から転棟す
る患者は重症者が多く、病状悪化・離院等のリスクが増大した。
開放時間を6：30～20：00としていたが、患者とのミーティングを
経て開放時間を6：30～17：30に変更した。 
 

 
職員からの働きかけだけではなく、患者同士で社会資源のパン

フレットを見ながら意見交換する場面が多く見られた。 

入院しているのが当たり前という雰囲気から退院について考
えることが当たり前という雰囲気に変化した。 

【対応を迫られた点】 

【良かった点】 

平成27年8月～平成28年7月と平成28年8月～平成29年7月の
入院病棟全体の収入の比較 

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 

H27.8～H28.7 H28.8～H29.7 
(病床数218床)     (病床数H28.8～208床 Ｈ28.12～206床 H29.7～196床) 

6 

平成28年2月はうるう年のため一日多い。 
月平均で約340万円増収。 

108.5% 104.2
% 

98.5% 

101.5% 

100.3% 

103.5% 

103.6% 

106.4% 
107% 

105.7% 

101.4% 106.9% 

今後の課題と展望 

8 

 
 
 

①外来部門の充実 
外来患者・地域の社会資源に対して遠隔診療や往診など、ど  
  のようなニーズがあるかアンケート調査中 
 
②地域移行機能強化病棟終了後の取り組み 
平成３０年診療報酬・介護報酬改訂・障害福祉サービスの報酬

改訂に向けた法人内の情報共有強化 
老朽化しているハード面への対応 
 
③地域との関係強化・訪問看護等アウトリーチの充実 
地域に根差した医療・福祉を展開 
今まで訪問看護等の連携が取れていなかった機関への積極的

な働きかけ 
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〔②退院支援計画書　様式6の3〕
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〔②退院支援計画書　様式6の3〕
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〔③退院支援委員会の準備と流れ〕 

退院支援委員会開催前の準備（例） 
主催者が行うべきこと 留意点 

本人の生活環境や希望を
知っている 

・日々の業務のなかで、本人の気持ちに寄り添い、生活歴、生活環境を把
握して、今後の希望についても把握していることが望ましい。 

治療方針や看護計画等チー
ムで共有され実行されている 

・治療状況と今後の主治医の治療方針を確認する。 
・院内の多職種が通常のカンファレンスを開催しており、治療方針、看護計
画、その他職種の計画がチーム内で共有され役割分担されている。 

会議開催を決める 出席者を
決める 

・今後の方針を決める時や退院支援委員会では推定される入院期間を経
過しようとした時に開催を決め、出席者を決定する。 

・本人の要請に応じて、家族等、地域援助事業者、入院前に関わっていた
機関、院内多職種についての出席を検討する。 

本人、家族等に出席の了承
を得る 

・開催目的や趣旨を伝え、出席を依頼する。 
・個人情報の取り扱いについて事前に説明をしておく。 

院内の関係者、地域の関係
者に出席を依頼する 

・開催目的や趣旨を伝え、出席を依頼する。 
・その際に関わりの近況の情報交換ができることが望ましい。 

日程調整をする 

・出席要請した方が全員出席できるか、無理な場合は事前に意見を聞いて
おく。 
・出席が確実に必要な人の優先順位を決め、その人達に合わせた調整を
行う。 

会場を確保する 
・人数に見合った、会話が漏れ聞こえないような部屋を確保する。予約等を
しておく。 

開催を通知する ・確実な方法で通知する。 

配付物を準備する ・事前に資料があれば用意する。 

退院支援委員会の当日の流れ（例） 
進行役が行うこと、内容 留意点 

会場の準備をする 
・話し合いがしやすい距離や配置に配慮する。 
・ホワイトボード等の説明しやすい機材があると良い。 

本人、家族等、関係者を迎
える 

・会議出席者に対する不安を和らげる。 
・座る位置などの工夫をする。特に本人、家族の傍に誰が座るか、見える位置
のほうが良いか等の工夫が必要である。 

開始のあいさつをする 
参加者を紹介する 

・退院後環境相談員が司会進行を行う。 
・出席者を紹介する。 

会議の目的を確認する 
・退院後生活環境相談員が同じ方向をもって会議の趣旨と、会議目標を明確
にする。 

全体の流れを説明する 
・経過の説明、病状等の医療的な説明、本人の希望、家族等の希望等の話
のあと、退院に向けてどのような取り組みを行うか検討する内容を説明する。 

経過の説明、病状等の医
療的な説明を行い、本人、
家族等の希望を聞く 

・医師や看護職員、その他職種より報告する。 
・本人や家族等の現状や希望、要望を語ってもらう。 

退院に向けての取り組み
案の検討 

・地域援助事業者や他関係機関からの意見や情報提供を受ける。 
・本人に確認しながら意見交換を行う。 
・小さなことと思えることでも褒める、認める。 
・ストレングスの視点で検討できるとなお良い。 
・問題解決志向や条件付けでの検討ではなく、未来志向、課題解決志向で検
討できるのが良い。 

・本人の理解できる言葉で、専門用語には解説を入れる。 

退院に向けての取り組み
の決定 

・具体的にどのような取り組みを行うかを共有し役割分担する。 
・目標や期間の設定を行う。 

閉会 ・会議の成果と労をねぎらい、終了とする。 
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〔③退院支援委員会の準備と流れ〕 
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〔⑨地域包括ケア「見える化システム」〕 

地域包括ケア「見える化」システムは、都道府県・市町村における介護保険事業（支援）計画等の

策定・実行を総合的に支援するために厚労省が提供している情報システムである。 介護保険に関連

する情報をはじめ、地域包括ケアシステムの構築に関する様々な情報が本システムに一元化され、かつ

グラフ等を用いた見やすい形で提供されている。 

 

アドレス ⇒ https://mieruka.mhlw.go.jp/#見える化 
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〔⑨地域包括ケア「見える化システム」〕 

地域包括ケア「見える化」システムは、都道府県・市町村における介護保険事業（支援）計画等の

策定・実行を総合的に支援するために厚労省が提供している情報システムである。 介護保険に関連

する情報をはじめ、地域包括ケアシステムの構築に関する様々な情報が本システムに一元化され、かつ

グラフ等を用いた見やすい形で提供されている。 

 

アドレス ⇒ https://mieruka.mhlw.go.jp/#見える化 
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〔⑩地域包括ケアシステムの構築（イメージ）〕 

 

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築（イメージ） 

○精神障害者が、地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、医療、障害福祉・介護、住まい、社会参加（就労）、地域の助け合
い、教育が包括的に確保された地域包括ケアシステムの構築を目指す必要がある。 

○このような精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築にあたっては、計画的に地域の基盤を整備するとともに、市町村や障害福祉・介護事
業者が、精神障害の程度によらず地域生活に関する相談に対応できるように、圏域ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場を通じて、精神科
医療機関、その他の医療機関、地域援助事業者、市町村などとの重層的な連携による支援体制を構築していくことが必要。 

安心して自分らしく暮らすために･･･   

社会参加（就労）、地域の助け合い、教育 

住まい 

企業、ピア・サポート活動、自治会、ボランティア、NPO 等 

    市町村ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場、市町村 

障害保健福祉圏域ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場、保健所 

バックアップ 

バックアップ 

・精神保健福祉センター（複雑困難な相談） 
・発達障害者支援センター（発達障害） 
  ・保健所（精神保健専門相談） 
  ・障害者就業・生活支援センター（就労） 
  ・ハローワーク（就労） 

病気になったら･･･   

 医療 
 

お困りごとはなんでも相談･･･   

様々な相談窓口 

日常の医療： 
 ・かかりつけ医、有床診療所 
 ・精神科デイケア・精神科訪問看護 
 ・地域の連携病院 
 ・歯科医療、薬局 

病院： 
 急性期、回復期、慢性期 

介護・訓練等の支援が必要になったら･･･   

   障害福祉・介護 

（介護保険サービス） 
■在宅系： 
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護  
・小規模多機能型居宅介護 
・短期入所生活介護 
・福祉用具 
・24時間対応の訪問サービス 等 

■介護予防サービス 

■地域生活支援拠点 

（障害福祉サービス） 
■在宅系： 
・居宅介護 ・生活介護 
・短期入所  
・就労継続支援 
・自立訓練 等 

都道府県ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場、都道府県本庁・精神保健福祉センター・発達障害者支援センター 

バックアップ 

■施設・居住系サービス 
・介護老人福祉施設 
・介護老人保健施設 
・認知症共同生活介護 等 

■施設・居住系サービス 
・施設入所支援 
・共同生活援助 
・宿泊型自立訓練 等 

日常生活圏域 

基本圏域（市町村） 

障害保健福祉圏域 
※ 地域包括ケアシステムは、日常生活圏域

単位での構築を想定 
※ 精神障害にも対応した地域包括ケアシス

テムの構築にあたっては、障害保健福祉
圏域ごとに、精神科医療機関・その他の
医療機関・地域援助事業者・市町村によ
る連携支援体制を確保 

通所・入所 通院・入院 

圏域の考え方 

訪問 

 ・自宅（持ち家・借家・公営住宅等） 
 ・サービス付き高齢者向け住宅  
 ・グループホーム 等 

訪問 

・市町村（精神保健・福祉一般相談） 
・基幹相談支援センター（障害） 

・地域包括支援センター（高齢） 

相談業務やサービスの 
コーディネートを行います。 
訪問相談にも対応します。 

 
 
 
 
 
 
 
 

（難治性精神疾患や処遇困難事例等にも対応できるように、 
都道府県立精神科病院に加えて、民間病院、大学病院、 

国立病院なども参画した医療連携体制を構築することが望ましい） 

 

○多様な精神疾患等に対応できる医療連携体制の構築に向けて、「良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保する
ための指針」を踏まえて、多様な精神疾患等ごとに各医療機関の医療機能を明確にし、役割分担・連携を推進する。 

【圏域ごとの医療関係者等による協議の場の役割】 
 圏域内のあるべき地域精神科医療連携体制の構築を協議す 
 る場（特に、圏域内の病院・病院間連携および病院・診療所間 
 連携の深化を図る）  
〈地域精神科医療提供機能を担う医療機関の主な役割〉 
 地域精神科医療の提供 
〈地域連携拠点機能を担う医療機関の主な役割〉 
 ①医療連携の地域拠点、②情報収集発信の地域拠点 
 ③人材育成の地域拠点、④地域精神科医療提供機能支援 
〈市町村の主な役割〉 
 精神保健福祉相談、在宅医療介護連携推進の総合調整 
〈保健所の主な役割〉 
 圏域内の医療計画の企画立案実行管理 
 圏域内の医療関係者間の総合調整 

精神医療圏における関係機関の役割 

※１ 精神医療圏の設定にあたっては二次医療圏を基本としつつ、障害保健福祉圏域、老人福祉 
     圏域、精神科救急医療圏域等との連携も考慮し、地域の実情を勘案して弾力的に設定。 
※２ 医療計画作成指針に基づく協議の場 
※３ 精神科救急医療体制整備事業実施要綱に基づく協議の場 

【都道府県ごとの医療関係者等による協議の場の役割】 
 都道府県内のあるべき地域精神科医療連携体制の構築を協 
 議する場（特に、多様な精神疾患等ごとに各医療機関の医療 
 機能の明確化を図る）  
〈都道府県連携拠点機能を担う医療機関の主な役割〉 
 ①医療連携の都道府県拠点、 
 ②情報収集発信の都道府県拠点、 
 ③人材育成の都道府県拠点、④地域連携拠点機能支援 
〈精神保健福祉センターの主な役割〉 
 保健所、市町村への専門的支援（個別相談、人材育成等）  
〈都道府県本庁の主な役割〉 
 都道府県全体の医療計画の企画立案実行管理 
 都道府県全体の医療関係者間の総合調整  

三次医療圏における関係機関の役割 

 
 

精神医療圏※１ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

多様な精神疾患等ごとに 
地域精神科医療提供機能を担う 

医療機関 

多様な精神疾患等に対応できる医療連携体制（イメージ） 

多様な精神疾患等ごとに 
地域連携拠点機能を担う 

医療機関 

その他の 
医療機関 

市町村 

保健所 

 
バックアップ 

多様な精神疾患等ごとに 
都道府県連携拠点機能を担う 

医療機関 

都道府県 
本庁 

精神保健福祉 
センター 

圏域ごとの医療関係者等による協議の場 
精神疾患に関する圏域連携会議※２ 

圏域毎の精神科救急医療体制及び 
身体合併症患者の医療体制に係る検討部会※３ 

都道府県ごとの医療関係者等による協議の場 
精神疾患に関する作業部会※２ 

精神科救急医療体制連絡調整委員会※３ 
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